
 

 

「物価高対応子育て応援手当」の支給について 

 

国の令和７年度補正予算の成立を受け、物価高の影響を受けている子育て世

帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、０歳から

高校３年生までのこども一人当たり２万円の「物価高対応子育て応援手当」を

支給します。 

 

記 

 

１ 支給対象者 

児童手当支給対象児童（令和７年９月 30 日時点）を養育する父母等 

※対象児童には、令和７年 10 月１日以降令和８年３月 31 日までに生まれる

新生児も含む。 

 

２ 対象児童 

ア 令和７年９月分（９月出生児童は 10 月分）の児童手当に係る児童 

イ 基準日の翌日以後令和８年３月 31 日までに出生した新生児 

 

３ 支給金額 児童一人当たり２万円 

 

４ 支給方法                        （人数は見込） 

 支給対象者 申請要否 支給時期 支給対象者 対象児童 

ア 児童手当受給者（公務員以外） 不要 令和８年２月下旬 19,600 32,700 

イ 児童手当受給者（公務員） 要 

令和８年３月支給開始 

2,000 3,600 

ウ 新生児の養育者等 要 ※ 900 1,000 

 合計   22,500 37,300 

※令和７年 10～12 月生まれの新生児分（公務員以外）は原則申請不要 

 

 
 

 

問合せ 

こども未来部子育て給付課  

電話／0545-55-2738 内線 2407 

e-mail／kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp 

mailto:kosodatekyufu@div.city.fuji.shizuoka.jp

